令和８年４月１日　
大雨・台風等の荒天時の登校について

鹿児島医療福祉専門学校

大雨・台風等の荒天時の登校等については、以下の対応でお願いします。

１　登校中に危険が予想される場合は、無理な登校は控えること。

２　通学に利用する公共交通機関が運行していない場合は、自宅待機とする。

[bookmark: _Hlk207185574]３　通学に利用する公共交通機関が運行している場合でも、駅やバス停までの安全が
確保できない場合は自宅待機とする。

[bookmark: _Hlk167971193]４　通学に公共交通機関を利用しない学生の場合（自動車、自転車通学など）は、公共
交通機関の運行状況や通学上の安全状況をみて、自宅待機か否かを判断すること。
なお、自宅待機した場合、公共交通機関の運行再開や通学上の安全状況を確認する
とともに、学校への到着時刻や下校手段も考慮した上で、登校を判断すること。

５　上記により，自宅待機する場合は、担任、各学科教員に連絡すること。

６　臨時休校の判断
原則として、登校日の午前６時の段階で、学校所在地（鹿児島市田上８丁目）に関連し
て、気象庁から「特別警報」または「危険警報 (※) 」が発令され、鹿児島市から避難情報の「警戒レベル５　～緊急安全確保～」または「警戒レベル４　～避難指示～」発令されている場合には、公共交通機関の運行状況予報等も踏まえ、速やかに「臨時休校」の判断を行う。
※　R８．５月下旬より、河川氾濫、大雨などの災害毎に
「特別警報」(レベル５)、「危険警報」(レベル４)、「〇〇警報」（レベル３）などとなる。

７　登校後の警報、警戒レベル等の発令への対応
　　  登校後、急速に気象や河川水位等の状況に重大な懸念が予測される場合は、鹿児
島気象台、鹿児島市、公共交通機関等の情報に注意しながら、迅速な対応策を検討
する。



· [bookmark: _Hlk169785746]裏面　「異常気象時における登下校について」（R元．９．１０）
　　　　　　『４　臨地実習に関する対応について』　参照　
「異常気象時における登下校について」（R元．９．１０）

４  臨地実習に関する対応について
(1)  台風や異常気象等で臨地実習の前日に，学生の居住地又は実習先（病医院・施設等）の所在地に，警報や特別警報が発表されかつ公共交通機関が停止している場合
・  学生は実習先へは出向かず自宅で待機する。
· 関係の教務主任･学科長は，臨地実習の開始前に実習先（病医院，施設等）に連絡する。
・  学生は警報や特別警報が解除された後は，学校からの指示に従う。

(2)  臨地実習当日朝に，学生の居住地又は実習先（病医院・施設等）の所在地に，警報や特別警報が発表され，かつ公共交通機関が停止している場合
・  学生は自宅待機とする。
· 関係の教務主任･学科長は速やかに臨地実習先（病医院，施設等）に連絡する。
　   《警報が解除され公共交通機関が運行を再開した場合の対応》
・ 　当日6：00AM前に解除された場合　→　平常通り臨地実習を実施する。
・    〃 6：00AM以降に解除された場合　→　学校及び実習先の指示に従う。

(3)  臨地実習中に，警報や特別警報が発表された場合
・ 　学校及び実習先（病医院・施設等）の指示に従う。
（①  安全に帰宅できると認められる場合は，実習を中止して帰宅させる。）
（②  帰宅途中が危険と判断する場合は，実習先で待機する。）

【参考】　気象庁による気象等の注意報・警報・特別警報について
　　〔注意報〕：災害が発生する恐れのあるときに注意を呼び掛けて行う16種類の予報
　　　　　　　　　　・(例) 大雨注意報，洪水注意報，強風注意報　等
　　　〔警  報〕：重大な災害が発生する恐れのあるときに警戒を呼び掛けて行う7種類の警報。
　　　　　　　　　　・(例) 大雨警報，洪水警報，暴風警報　等
〔特別警報〕：警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され，重大な災害が発生する恐れが著しく高まっている場合，6種類の特別警報を発表し最大級の警戒を呼び掛ける。

